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船 舶 燃 料 油 類 購 入 仕 様 書

目  的

この仕様書は、下記船舶の運航に必要な燃料油類を購入することを目的とするものである。

2.品 日、規格及び数量

品  目 規 格 単  位 見 込 数 量 見 込 配 分 先

A重 ,由 」IS K2205 1種 キロリットル 340KL フェリーとかしき

※見込数量は契約期間内において「フェリーとかしき |が供給を受ける予庁を示 したもので

であるから、増減を生 じることが ある∩

日日 目 規 格 単  位 見 込 数 量 見 込 配 分 先

軽  油 」IS K2204 キロリットル 655KL マリンライナーとかしき

× 目狽 豹 暑 Iよ辺 約 童日間 尚 1「 ム` 1、 イ「 マ ン ラ /十 一 と ザ〕ヽ| ☆ |ザ1ヾイ上給il 歩 喜 十ス 弔 帝 歩 !■

3

ものであるか ら、増減 を牛 |ヴ ることがあるハ

納入指定場所及び納入方法

那覇泊港において、渡嘉敷村の要求する時間・数量をその都度、速やかに上記船舶の

船内タンクに積込み納入するものとする。なお、納入方法については法令を遵守し実施する

こととし契約締結した業者は泊港での燃料給油に立ち会うこと。

納入回数については、原則、「フェリーとかしき」は毎月2回～3回給油、「マリンライナー

とかしき」は毎日1回～2回給油とする。だだし、航海の都合で変更する場合もある。

納入期間

令和 4年 10月 1日 ～令和 5年 3月 31日 までとする。

価格変動による契約額の変更

契約期間内に、契約単価に著しい変動があった場合には、協議により改訂することが

できる。(契約単価に著しい変動があった場合とは、下限の変動価格を税抜き3円 とする。)
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